
平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報
様
式
第
４
（
第
５
条
関
係
）

ロ
ボ
ッ
ト
に
係
る
新
た
な
製
品
又
は
新
技
術
の
開
発
に
関
す
る
試
験
研
究
に
係
る
認
定
書番

号
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
第
41条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
ロ
ボ
ッ
ト
に
係
る
新
た
な
製
品
又

は
新
技
術
の
開
発
に
関
す
る
試
験
研
究
は
、
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
国
有
の
試
験
研
究
施
設
を
使
用
し
て
行
う
こ
と

が
当
該
試
験
研
究
を
促
進
す
る
た
め
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
定
す
る
。

年
月

日
経
済
産
業
大
臣
名

印
記

１
．
ロ
ボ
ッ
ト
に
係
る
新
た
な
製
品
又
は
新
技
術
の
開
発
に
関
す
る
試
験
研
究
の
概
要

２
．
１
．
の
試
験
研
究
を
行
う
者
の
住
所
並
び
に
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
（
個
人
の
場
合
は
氏
名
）

（
備
考
）
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。

〇
環
境
省
令
第
九
号

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
七
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ

た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
三
十
条

第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
環
境
省
関
係

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
九
日

環
境
大
臣

山
本

公
一

環
境
省
関
係
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
に
基
づ
く
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
内
容
の
掲
載
事
項
）

第
一
条

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
十
七
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
平
成

二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た

放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
」
と

い
う
。）第
三
十
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置（
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）を
実
施
す
る
土
地
の
所
在
地

二

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
実
施
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先

三

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
実
施
予
定
月

四

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
関
係
人
の
意
見
提
出
の
手
続
）

第
二
条

法
第
十
七
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
第
三
十
条
第
五
項
の
意
見

書
の
提
出
は
、
様
式
第
一
号
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

意
見
の
内
容

（
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
内
廃
棄
物
）

第
三
条

法
第
十
七
条
の
十
七
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
（
当
該
廃
棄
物
が
認

定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
（
法
第
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
を
い
う
。
第

二
号
に
お
い
て
同
じ
。）外
へ
搬
出
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
搬
出
さ
れ
た
廃
棄
物
を
含
む
。）と
す
る
。

一

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
伴
い
生
じ
た
廃
棄
物

二

対
策
地
域
内
廃
棄
物
（
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
策
地
域
内
廃
棄
物
を

い
う
。）に
該
当
す
る
廃
棄
物
（
法
第
十
七
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生

計
画
（
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
を
い
う
。）の
認
定
が
行

わ
れ
た
後
に
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
に
搬
入
さ
れ
た
廃
棄
物
及
び
前
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
除
く
。）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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